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(57)【要約】
ヘルメット本体（２２）とヘルメット本体に配置された
一体化型電子システムとを有する電子ヘルメット（２０
）が提供されている。典型的な実施例では、電子システ
ムが、使用者に、多くの便利な機能を提供し、無線遠隔
制御（２６）で動作可能である。電子システムの部品は
、ヘルメットの中で使用するのに十分に小さくて頑丈で
あり、軽量且つ耐久性のあることを確保する。さらに、
部品はヘルメットの周りに間隔を空けて設けられており
、一様な重量配分を与えて全体のバランス及び安全性を
高めている。本発明の典型的な実施例では、ヘルメット
本体が、空洞が外殻と内殻との間に規定されるように堅
い外殻（３０）と外殻に取り付けられた堅い内殻（２８
）とを有している。内殻は、使用者に電子システムから
効果的なＲＦシールドを与えるための適切な材料を有し
ている。例えば、内殻は、ニッケルメッキされた炭素繊
維を含めてＲＦシールドを与えることができる。さらに
、ヘルメット本体は、ヘルメットを着用した際に内殻と
使用者の頭部との間に配置された衝撃吸収体を有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子ヘルメットであって、
　　（１）堅い外殻と、
　　（２）前記外殻に取り付けられた堅い内殻であって、前記外殻と前記内殻との間に空
洞が規定され、ＲＦシールドを与える適切な材料を有する内殻と、
　　（３）前記ヘルメットを着用した際に前記内殻と使用者の頭部との間に配置される衝
撃吸収体と、
を有するヘルメット本体と、
　前記外殻と前記内殻との間に規定される前記空洞に配置された部品を有する一体化型電
子システムと、
を具えることを特徴とする電子ヘルメット。
【請求項２】
　さらに、前記電子システムのサブシステムを作動させるよう構成された無線遠隔制御器
を具えることを特徴とする請求項１に記載のヘルメット。
【請求項３】
　前記内殻が、ＲＦシールドを与えるよう構成されたニッケルメッキされた炭素繊維を含
むことを特徴とする請求項１に記載のヘルメット。
【請求項４】
　前記電子システムの選択した部品が、前記外殻と前記内殻との間に規定される空洞の中
に固定されたハウジングの中に配置されていることを特徴とする請求項１に記載のヘルメ
ット。
【請求項５】
　さらに、前記外殻と前記内殻との間に規定される空洞の中且つその周りに間隔を空けて
配置された複数のハウジングを具えており、
　各ハウジングが、前記電子システムの対応する部品を固定するよう構成されることを特
徴とする請求項１に記載のヘルメット。
【請求項６】
　前記電子システムが、前記外殻と前記内殻との間の空洞に配置されたデジタル画像サブ
システムを有しており、
　前記デジタル画像記録サブシステムが、前記ヘルメットの正面側から突出する視野を具
えて取り付けられたカメラと、前記空洞の後ろ側に取り付けられて前記カメラと通信する
画像記録装置とを有することを特徴とする請求項１に記載のヘルメット。
【請求項７】
　さらに、前記デジタル画像サブシステムが、前記空洞の後ろ側に取り付けられて前記カ
メラと通信する画像送信器を有することを特徴とする請求項６に記載のヘルメット。
【請求項８】
　前記電子システムが、前記画像送信器を介してリアルタイムで画像データ、音声データ
、及び位置データを送信するよう構成されることを特徴とする請求項７に記載のヘルメッ
ト。
【請求項９】
　電子ヘルメットであって、
　　（１）堅い外殻と、
　　（２）前記外殻に取り付けられた堅い内殻であって、前記外殻と前記内殻との間に空
洞が規定される内殻と、
　　（３）前記ヘルメットを着用した際に前記内殻と使用者の頭部との間に配置される衝
撃吸収体と、
を有するヘルメット本体と、
　　（１）前記外殻と前記内殻との間の空洞に配置され、前記ヘルメットの正面から突出
する視野を具えて取り付けられたカメラと、前記空洞の後ろ側に取り付けられて前記カメ
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ラと通信する画像記録装置と、を有したデジタル画像サブシステムと、
　　（２）前記外殻と前記内殻との間の空洞に配置された再充電可能なバッテリと、
　　（３）前記外殻と前記内殻との間の空洞に配置された音声サブシステムと、
　　（４）前記外殻と前記内殻との間の空洞に配置された全地球測位システムと、
　　（５）前記内殻によって使用者の頭部が電波から十分にシールドされるように、前記
外殻と前記内殻との間の空洞に配置された移動通信装置と、
　　（６）前記ヘルメットを着用した場合に前記使用者の正面に発光するよう向けられた
ヘッドランプと、
を有するマイク及びスピーカを有する一体化型電子システムと、
を具えることを特徴とする電子ヘルメット。
【請求項１０】
　さらに、各複数のサブシステムの機能を統合するための別個の中央制御器を具えること
を特徴とする請求項９に記載のヘルメット。
【請求項１１】
　さらに、前記電子システムのサブシステムを作動させるよう構成された無線遠隔制御器
を具えることを特徴とする請求項９に記載のヘルメット。
【請求項１２】
　前記内殻が、ＲＦシールドを与えるよう構成されたニッケルメッキされた炭素繊維を有
することを特徴とする請求項９に記載のヘルメット。
【請求項１３】
　電子ヘルメットであって、
　ヘルメット本体と、
　　（１）前記ヘルメット本体に取り付けられ、前記ヘルメットの正面から突出する視野
を具えて取り付けられたカメラと、さらに前記カメラと通信する画像記録装置と、を有し
たデジタル画像サブシステムと、
　　（２）前記ヘルメット本体に取り付けられた再充電可能なバッテリと、
　　（３）前記ヘルメット本体に取り付けられてスピーカに音声出力を与えるよう構成さ
れた音声サブシステムと、
　　（４）前記ヘルメット本体に取り付けられ位置データを与えるよう構成された測位サ
ブシステムと、
　　（５）前記ヘルメット本体に取り付けられた通信サブシステムと、
を有するマイク及びスピーカを有する一体化型電子システムと、
を具えることを特徴とする電子ヘルメット。
【請求項１４】
　さらに、前記電子システムのサブシステムを作動させるよう構成された無線遠隔制御器
を具えることを特徴とする請求項１３に記載のヘルメット。
【請求項１５】
　前記電子システムの選択した部品が、前記ヘルメット本体に取り付けられたハウジング
内に配置されていることを特徴とする請求項１３に記載のヘルメット。
【請求項１６】
　さらに、前記ヘルメット本体に取り付けられた複数のハウジングを具えており、
　各ハウジングが、前記電子システムの対応する部品を固定するよう構成されることを特
徴とする請求項１３に記載のヘルメット。
【請求項１７】
　さらに、前記デジタル画像システムが、前記空洞の後ろ側に取り付けられて前記カメラ
と通信する画像送信器を有することを特徴とする請求項１３に記載のヘルメット。
【請求項１８】
　前記電子システムが、前記画像送信器を介してリアルタイムで画像データ、音声データ
、及び位置データを送信するよう構成されることを特徴とする請求項１５に記載のヘルメ
ット。
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【請求項１９】
　前記ヘルメット本体が、使用者に対してＲＦシールドを与えるよう構成された適切な材
料を有することを特徴とする請求項１３に記載のヘルメット。
【請求項２０】
　前記ヘルメット本体が、使用者に対してＲＦシールドを与えるよう構成されたニッケル
メッキされた炭素繊維を有することを特徴とする請求項１９に記載のヘルメット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２００５年５月２６日に出願され参照することにより本書に盛り込まれてい
る米国特許出願番号第１１／１３８，９３３号の利益を主張するものである。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、一般に保護用のヘルメットに関し、特に、電子システムを組み込んだヘルメ
ットに関する。
【０００３】
　ヘルメットは、２、３例を挙げれば、スキー、自転車、スカイダイビング、水上スキー
を含む様々な活動に亘って使用される。ヘルメットの構成は様々な活動によって変わるが
、これら全てのヘルメットの第１の機能は、衝撃による頭部及び顔面の外傷から使用者を
保護することである。一般に、ヘルメットは、例えば、発泡材料又は空気パッドといった
パッドの内側の層を囲む耐久性のあるプラスチック材料でできた外殻を有する。スポーツ
に対しては、ヘルメットの構成は、特定のスポーツに対して予測される衝撃のレベルに耐
えるのに適している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特に、レジャー及び極限スポーツのような多くの活動に従事する際に、当事者は多くの
場合、例えばカメラ、ミュージックプレーヤ、通信装置、及び画像記録装置といった数々
の電子機器を持ち運ぶ。例えば、当事者は多くの場合、活動に従事する際に取り込んだ映
像又は画像を持つことを好むため、カメラ又はビデオレコーダを持ち運ぶであろう。機器
を作動させるのに当事者の手を必要とするため、このようなことが危険である可能性があ
る。両手の使用を不要にするために、ビデオ及びスチルカメラがヘルメットに取り付けら
れている。しかしながら、これは別の安全性の問題を引き起こす可能性がある。例えば、
カメラは、一般にヘルメットの外部に取り付けられており、時として外殻に穴を開けるこ
とを要し、ヘルメットの耐衝撃性を妨げる。さらに、このような方法は、ヘルメット全体
の重量配分を考慮できず、ヘルメットを着用した際に、多くの場合バランスが悪いことに
よる不快な感覚を引き起こす。
【０００５】
　このため、当然のことながら、電子システムを組み込んでいるが軽量で安全基準を促進
するヘルメットの絶え間ない必要性がある。本発明は、これら及び他の必要性を満足する
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、ヘルメット本体とヘルメット本体に配置された一体化型電子システムとを有
する電子ヘルメットを提供する。典型的な実施例では、電子システムが使用者に多くの便
利な機能を提供し、無線遠隔制御で動作可能である。電子システムの部品は、ヘルメット
の中で使用するのに十分小さくて頑丈であり、ヘルメットが軽量で耐久性のあることを保
証する。さらに、部品がヘルメットの周りに間隔を空けて設けられており、均一な重量分
布を与えて全体のバランス及び安全性を高めている。
【０００７】
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　本発明の典型的な実施例では、ヘルメット本体が、空洞が外殻と内殻との間に規定され
るように、堅い内殻に取り付けられた堅い外殻を有する。内殻は、使用者に電子システム
から効果的なＲＦシールドを与えるのに適切な材料を有する。例えば、内殻は、ニッケル
メッキされた炭素繊維又は他の導電性材料を有してＲＦシールドを提供することが可能で
ある。さらに、ヘルメット本体は、ヘルメットを着用した際に内殻と使用者の頭部との間
に配置された衝撃吸収体を有する。
【０００８】
　典型的な実施例の詳細な態様では、ヘルメットが、ヘルメット本体の空洞の中であって
ヘルメット本体の周りに間隔を空けて配置された複数のハウジングを具えており、各ハウ
ジングが、電子システムの部品を固定するよう構成される。
【０００９】
　典型的な実施例の別の詳細な態様では、電子システムが、デジタルカメラサブシステム
と画像記録サブシステムとを有している。カメラは、好適にはヘルメットの正面から突出
する視野を具えて取り付けられている。さらに、システムは、ヘルメットの空洞の中に取
り付けられてカメラと通信する画像送信器を含めることができ、カメラサブシステムから
画像データのリアルタイム送信が可能となる。
【００１０】
　典型的な実施例のさらに別の詳細な態様では、ヘルメットの電子システムが、複数のサ
ブシステムを有しており、サブシステムの動作をし易くする中央制御器を使用して、デジ
タル記録画像（静止画及び動画）、全地球測位、音声及び通信といった多くの便利な機能
を提供する。例えば、測位システムサブシステムは、経度、緯度、標高、速度、及び移動
方向を含む位置データを提供できる。例えば、位置データを画像又は音声に組み込んで通
信サブシステムを介して周期的に送信することができる。
【００１１】
　通信サブシステムは、内部アンテナ及び拡張した範囲のため外部アンテナを取り付ける
ためのアンテナコネクタを含めることができる。例えば、取り付けたアンテナとともに通
信サブシステムは、２０マイルを超える範囲を提供できる。また、通信サブシステムは、
音声駆動用に構成することができ、検出時にハンズフリー動作が可能となり自動送信を引
き起こす。プロセッサは、通信サブシステム及び音声サブシステムの双方からの音声出力
を制御できて、それぞれの音声を調整する。例えば、プロセッサは、通信サブシステムが
使用中の場合に音声サブシステムの音量を消音できる。
【００１２】
　デジタル画像サブシステムは、ヘルメットの正面から突出する視野を具えて取り付けら
れたデジタルカメラサブシステムを含めることができる。画像記録サブシステムは、空洞
の中でカメラと通信して、デジタル処理で取り込んだ画像データをカメラから受信して、
デジタルメモリにそのデータを保存する。また、画像記録サブシステムは、外部のマイク
及び使用者のマイクから音声出力を受信して、別々の音声チャンネルそれぞれを記録する
。記録した画像データに、ＵＳＢポート及びワイヤレスＩＲポート又は必要に応じて取り
外し可能なメモリカードを含む通信ポートを介してアクセスできる。典型的な実施例では
、ヘルメットは、画像送信サブシステムを介して「生の」画像及び音声を提供する性能を
有する。
【００１３】
　本発明及び従来技術に対する利点を要約するために、本発明の特定の利点を本書で説明
した。当然ながら、本発明に係る特定の実施例に従って必ずしも全てのこのような利点を
達成しない可能性があることに留意されたい。このため、例えば、当業者が、本書が教え
るような他の利点を必ずしも達成せずに、本書が教え又は示唆するようなある利点又は利
点のグループを達成又は最大限に利用する方法で本発明を実施又は実行してもよいことを
認識するであろう。
【００１４】
　これらの実施例全ては、本書で開示した本発明の範囲内にあることを意図するものであ
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る。本発明のこれら及び他の実施例は、添付の図面を参照して好適な実施例の以下の詳細
な説明から当業者にとって容易に明らかとなるが、本発明は開示された特定の好適な実施
例に限定されない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　ここで、本発明の実施例を、単なる例として以下の図面を参照して説明することとする
。
【００１６】
　ここで、図面、特に図１－図４を参照すると、ヘルメット本体２２と、画像記録（静止
画及び動画）、全地球測位、音楽の再生及び記録のための音響装置、及び通信といった多
くの便利な機能を与える複数のサブシステムを有する集積電子システム２４とを含んだヘ
ルメット２０が示されている。電子システムは、ヘルメット本体の中に配置されており、
無線遠隔制御装置２６により動作可能である。電子システムの部品は、ヘルメットの中で
使用するのに十分に小さくて頑丈であり、ヘルメットが軽量且つ耐久性のあることを確保
する。さらに、部品はヘルメットの周りに間隔を空けて設けられており、一様な重量配分
を与えて全体のバランス及び安全性を高めている。
【００１７】
　さらに、ヘルメット２０は、使用者を負傷から保護するためのフェイスガード４６及び
あご紐４８を有している。さらに、ハイドレーションチューブ４９（図２）がフェイスガ
ードの中に配置されており、使用者が便利にアクセスするような位置にある。ハイドレー
ションチューブは、使用者の口に近接して咬むことによって動作できる先端部を有してい
る。その反対側の端部で、チューブを水袋と言った液体容器に接続できる。電子システム
２４は、使用者の使用、例えば通信サブシステム及び記録サブシステムとの使用のために
、フェイスガードに取り付けられた音声マイク５１を有する。
【００１８】
　さらに、電子サブシステムは、使用者の耳の近くに設けられたスピーカ４７を有する。
マイク（４４，５１）及びスピーカ４７のためのヘルメットの開口部は、Ｗ．Ｌ．　Ｇｏ
ｒｅ　＆　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓから市販されているような音を通すことができる耐水材
料によって内部で密閉されている。シールは、空気を通して圧力が溜まるのを防止できる
一方で、水及び他の汚れを遮断する。
【００１９】
　さらに、ヘルメット２０は、あご紐４８の中に配置されたマグネットと、ヘルメット本
体２２の中に配置されたリードスイッチとを有している。このスイッチは、リードスイッ
チの近くにマグネットを位置決めすることによって、ヘルメットの電子システム２４の電
源を入れるよう構成されている。
【００２０】
　ヘルメット本体２２は、電子部品２４の部品が中に取り付けられる空洞３２（図２）を
規定する内殻２８及び外殻３０を有している。典型的な実施例では、支柱３３が外殻及び
内殻の間を延びてヘルメットの強さを増し、衝撃力を分散し易くしている。このような方
法では、支柱が電子部品に向けて内側に圧縮されるのを防いでいる。支柱は、内殻と外殻
との間に接着剤で付けられている。他の様々な実施例では、殻を延ばすか、又は全体を外
すことで、支柱を成型できる。
【００２１】
　外殻３０は、ヘルメットの前方部にそれぞれヘッドランプ３８及びデジタルカメラ４０
のための２つの開口部３４，３６を規定しており、それらはいずれも空洞の中に設けられ
ている。また、外部マイク４４（図２）用及びＩＲＤＡトランシーバ用の追加的な開口部
が設けられている。外部マイクは、デジタルカメラとヘッドランプとの間に配置されてい
る。内殻及び外殻は、それらの外縁に沿って互いに固定されており、防水シールが空洞の
中に配置された電子部品を保護し易くしている。特別なニーズに応じて、防水シールを使
用しない他の実施例が考えられる。
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【００２２】
　ヘッドランプ３８は、Ｌｕｘｅｏｎ，Ｉｎｃ．によって市販されているような高出力の
白色ＬＥＤを有しており、Ｆｒａｅｎ　Ｃｏｒｐによって市販されているようなレンズを
焦点に合わせている。出力制御器はコマンドを受信してライトをオン・オフし、必要に応
じて強度を設定する。
【００２３】
　内殻２８は、耐衝撃性及び耐火性を含む他の安全要求事項を満足させる一方で、空洞の
中に配置された電子機器からＲＦシールドを与えるよう構成された材料で形成されている
。内殻は、試験方法「ＵＬ９４」の下で試験された難燃性等級「Ｖｏ」を与える難燃性添
加物を有している。典型的な実施例では、内殻が、全体に均一に分布した金属繊維を有す
る成型ポリマー材を具える。
Ｃｈｏｍｅｒｉｃｓ　Ｐｌａｓｔｉｃ　Ｍａｔｅｒｉａｌ，　Ｉｎｃ．，ｏｆ　Ｗｏｂｕ
ｒｎ，ＭＡから市販されているようなニッケルメッキされた炭素繊維は、特にＲＦシール
ドに効果的であると分かっている。特に、内殻の材料は、全重量の約５０％と９０％との
間の割合を占める熱可塑性樹脂を有している。ニッケルメッキされた炭素繊維は、全重量
の約１０％と４０％との間の割合を占める。
【００２４】
　使用中、内殻２８が、放射線を吸収及び反射して、８００ＭＨｚから１２ＧＨｚの周波
数についての約７０ｄＢの範囲の効果的なシールドを与える。内殻は、約２ｍｍの厚さを
有している。他の実施例では、厚さを変えて、必要に応じて要請に合わせることができる
。
【００２５】
　必要に応じて、他の様々な材料を内殻２８で使用することができる。例えば、ある実施
例では、内殻がさらに炭素繊維、プラスチック、及びガラス繊維を、単独で又は組み合わ
せて有することが可能である。また、内殻は、それに電波シールド材料を積層又は塗布す
ることによってＲＦシールドを与えることができる。
【００２６】
　外殻３０は、相当な耐衝撃性を与えるよう構成されており、典型的な実施例では、ＬＥ
ＸＡＮ（登録商標）、ＣＹＣＯＬＯＹ（登録商標）、ＵＬＴＥＭ（登録商標）及びＸＹＬ
ＥＸ（登録商標）の商標の下で、ＧＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｐｌａ
ｓｔｉｃｓによって市販されているような、共重合体樹脂で成型される。他の実施例では
、十分な特性を有する他の様々な材料によって外殻を形成して、予想される使用に適合で
きる。例えば、炭素繊維及びガラス繊維を使用できる。
【００２７】
　ヘルメット２０は、２～３例を挙げると、スキー、自転車、水上スキーといった様々な
スポーツ活動で使用するよう構成される。また、ヘルメットを科学的な研究、法的処置及
び軍事的な適用を含む他の活動で効果的に使用できる。典型的な実施例では、内殻２８及
び外殻３０を超音波溶接を用いて互いに固定して、空洞の中に配置された電子部品を保護
するための防水シールを容易にする。必要に応じて、他の様々なプロセス及びシールを使
用できる。例えば、シリコーンのシーリング材を具えたガスケットを内殻と外殻との間を
シールするのに使用できる。ヘルメットを特別な活動の要求に合わせて構成した他の実施
例が考えられる。
【００２８】
　さらに、ヘルメット本体２２が、内殻と使用者の頭部との間に配置された衝撃吸収体４
２（図３）を有している。典型的な実施例では、衝撃吸収体を内殻に取り付けられた材料
で覆われた発泡層で形成するが、十分な保護を与える他の様々な材料を使用できる。
【００２９】
電子システム
　図２から図４を引き続き参照すると、電子システム２４のサブシステムがヘルメット本
体２２の周りに間隔を空けて配置されている。典型的な実施例では、以下のサブシステム
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を有している：すなわち、ヘッドランプ３８、デジタルカメラ４０、電源サブシステム５
０、全地球測位システムサブシステム５２、音声サブシステム５４、通信サブシステム５
６、及び中央制御サブシステム５８、画像送信サブシステム６０、及び画像記録サブシス
テム６２である。他のある実施例では、各サブシステムを別々のハウジングに配置できる
。さらに他の実施例では、サブシステムを作り上げる部品を、ヘルメット本体の中の特定
のハウジング又は場所に限定するのではなく、ヘルメットの周りに設置できる。
【００３０】
　図４によく示すように、内殻２８は、その外側の面に約１ｃｍ間隔に設けられたグリッ
ドラインを有している。グリッドは、精度良く均一にサブシステムを取り付け易くし、ヘ
ルメット全体をバランスさせる。典型的な実施例では、例えば、前部から後部にデジタル
カメラ４０、ヘッドランプ３８、測位サブシステム部品５３，５２、及び画像記録サブシ
ステム６２を含むいくつかの部品を、ヘルメットの中央ラインに沿って並べる。しかしな
がら、サブシステムを典型的な実施例の特定の場所に限定する必要がない。サブシステム
を、例えばエポキシ、溶接ナット、プラスチック取り付け器具等の様々な方法を用いて取
り付けることができる。
【００３１】
　典型的な実施例では、遠隔制御器２６が使用者の手首に嵌まり、電子システムのサブシ
ステムを制御できる。遠隔制御器は、メニュー方式インターフェース、（デジタルカメラ
４０で撮影した）画像、及びＧＰＳマップを表示できるカラーディスプレイ７２を有して
いる。コントロールスイッチ７４によってメニューを選択できる。遠隔制御器は、ＩｒＤ
Ａトランシーバを介してヘルメットと通信し、コンピュータと通信でき、例えば、ＧＰＳ
マップをダウンロードする。さらに、遠隔制御器は、センサ８４（図８）を有しており、
使用者のバイタルサイン（例えば、心拍数、酸素飽和度、体温その他）を監視する。バイ
タルサインのデータを、遠隔制御器に表示でき、ヘルメットに送信できる。このような方
法では、バイタルサインのデータを通信サブシステム５６又は画像送信サブシステム６０
を介して記録又は送信できる。
【００３２】
　図５及び図６を参照すると、中央コントローラ５８が、様々なサブシステム間のデータ
送信をし易くするとともに、命令を与えて各サブシステムへの出力を制御する。例えば、
測位サブシステム５２からの位置データを静止画及び画像サブシステム６２の画像記録に
記録できる。中央制御器は、ＩＲポート６４を介して遠隔制御器２６と通信する。さらに
、電子システムは、システムと交信しシステムデータにアクセスするＵＳＢポート６６を
有している。サブシステムの詳細な機能及び部品を以下に詳細に説明する。
【００３３】
通信サブシステム
　図５及び図７を参照すると、通信サブシステム５６が、トランシーバ、プロセッサ及び
アンテナを有しおり、地形に応じて約２から５マイルの範囲で動作可能な無線チャンネル
を与えている。拡張した範囲では、使用者がアンテナコネクタを介して外部アンテナを取
り付けることができる。例えば、取り付けたアンテナとともに通信サブシステムは、地形
に応じて２０マイルを超える範囲を提供できる。さらに他の実施例では、拡張した範囲の
アンテナをヘルメット本体に配置できる。通信サブシステムは、音声駆動するよう構成さ
れており、音声駆動を検出するとハンズフリーの動作を可能にして自動送信を始動させる
。
【００３４】
　典型的な実施例では、通信サブシステムが、Ａｅｒｏｃｏｍｍ，Ｉｎｃ．ｏｆ　Ｌｅｎ
ｅｘａ，ＫＳ（例えば、モデル　ＡＣ４４９０）及びＲａｄｉｏｔｒｏｎｉｘ，Ｉｎｃ．
ｏｆ　Ｍｏｏｒｅ，ＯＫによって市販されているような無線トランシーバと、Ｌｉｎｘ　
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　ｏｆ　Ｇｒａｎｔｓ　Ｐａｓｓ，ＯＲ及びＮｅａｒｓｏｎ，
Ｉｎｃ．ｏｆ　Ｓｐｒｉｎｇｆｉｅｌｄ，ＶＡによって市販されているような内蔵アンテ
ナとを有している。他の実施例では、ヘルメットが他の通信方法、例えば２～３例を挙げ
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ると携帯電話、衛星通信を有する。
【００３５】
　通信サブシステムのプロセッサは、トランシーバのパラメータ及びモニタの信号強度を
制御する。通信サブシステムからの音声出力は、無線を使用する際に音声サブシステムの
音量を弱める音声サブシステムのプロセッサを通る。通信サブシステムは、必要に応じて
出力を変えることができる。例えば、高出力を使用して拡張範囲を提供でき、低出力を使
用してバッテリの寿命を節約できる。適応差分パルス符号変調方式（ＡＤＰＣＭ）といっ
たデータ圧縮を使用して、雑音のある環境でさえも、低い誤差率を具えた帯域幅要件を促
進する。圧縮をＣＭＬ超小型回路ＣＭＸ６４９又はこれと同じようなユニットによって実
行する。
【００３６】
測位システムサブシステム
　測位システムサブシステム５２は、Ａｓｃｈｔｅｃｈ　Ａｎｔｅｎｎａ、Ｔｏｋｏ　Ａ
ｍｅｒｉｃａ、Ｎｅａｒｓｏｎ、Ｃｅｎｔｕｒｉｏｎ及びＬｉｎｘによって市販されてい
るようなＧＰＳアンテナを介した全地球測位システム（ＧＰＳ）の衛星送信を受信するよ
う構成される。測位システムサブシステムは、経度、緯度、標高、速度、及び移動方向を
含む位置データを提供する。典型的な実施例では、例えば、Ｘｅｍｉｃｓ（ＸＥ１６１０
－ＯＥＭＰＶＴ　ｓｕｂｓｙｓｔｅｍ）及びＴｈａｌｅｓ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎといっ
た様々なメーカのＧＰＳ受信器を使用できる。他の実施例では、測位システムサブシステ
ムを、他の様々な測位方法のために構成できる。
【００３７】
画像サブシステム
　図２に示すように、デジタルカメラ４０及び画像記録サブシステム６２は、空洞の中に
間隔を空けて配置されている。カメラは、視野がヘルメットの前部から突き出るように外
殻３０の第２の開口部３６の外側に向いた固定焦点広角レンズを有している。典型的な実
施例では、カメラは手動又は自動輝度調節を具えて構成される。さらに、デジタルカメラ
は、静止画及び動画の双方を取り込むことができる。
【００３８】
　画像記録サブシステム６２は、カメラアッセンブリからデジタル処理で取り込んだ画像
データを受信するよう構成され、デジタルメモリにそのデータを保存する。典型的な実施
例では、画像記録サブシステム６２がＭＰＥＧ４データ圧縮を使用するが；例えば、ＭＰ
ＥＧ２及びＨ２６４圧縮といった、このようなデータを記録する他の様々な方法を使用で
きる。また、画像記録サブシステムは、外部マイク及び使用者のマイクから音声出力を受
信し、それぞれを別々の音声チャンネルに記録する。
【００３９】
　画像記録サブシステム６２のレコーダは、約２．２５インチ×３．７５インチ×０．７
０インチである。使用中、画像記録サブシステムは、例えば、高品質モードや、低解像度
又は低フレームレートのエクステンディッドプレイといった、様々なモードで記録できる
。記録した画像データを、必要に応じてＵＳＢポート６６及び無線ＩＲポート６４を有す
る通信ポートを介して評価できる。他の実施例では、メモリドライブ、メモリスティック
、等といった取り外し可能な記憶装置を通してデータを取り出すことができる。典型的な
実施例では、画像データを圧縮フォーマットでダウンロードする。
【００４０】
　ヘルメット２０は、さらに、画像送信サブシステム６０を介して「生の」画像及び他の
データを提供する性能を有している。電子システム２４は、サブシステムの画像とともに
、固有のヘルメットＩＤナンバー及び測位サブシステムからの位置データを記憶するよう
構成することができる。このように、ヘルメット２０とともに、使用者は全ての活動を十
分に記録することができる。さらに、放送の形態を用いることで、このような情報をリア
ルタイムで他に送信できる。
【００４１】
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電源サブシステム
　ここで、図９を参照すると、電源サブシステム５０は、様々なサブシステムに命令を介
して動作可能に接続することができる３つのバッテリ群９２を有している。典型的な実施
例では、リチウムイオン型といった高い出力密度を具えたフラットバッテリを使用する。
制御器は、要求及び各サブシステムに割り当てられた優先レベルに基づいて電力の配分を
指示できる。また、制御器は、例えば、ある群を非常用のバックアップのために用意して
おくというように、各バッテリ群の使用を調整できる。典型的な実施例では、バッテリを
外部電源又は太陽電池パネルから充電できる。また、外部のバッテリパックをヘルメット
に接続して使用者が例えばベルトパックに装着できる。
【００４２】
音声サブシステム
　図５及び図１０を参照すると、音声サブシステム５４は、約１．５インチ×１．９イン
チ×３インチであり、相当量の衝撃力に耐えることができる。典型的な実施例では、音声
サブシステムは、以下のようなものから入手可能なＭＰ３／ＵＳＢチップを有している：
すなわち、Ｍｉｃｒｏｎａｓ，Ｉｎｃ．；ＶＬＳＩ，Ｉｎｃ．；ＳＴ　Ｍｉｃｒｏｅｌｅ
ｃｔｒｏｎｉｃｓ，Ｉｎｃ．；Ｃｉｒｒｕｓ　Ｌｏｇｉｃ，Ｉｎｃ．；Ａｔｍｅｌ，Ｉｎ
ｃ．等である。さらに、音声サブシステムは、フラッシュメモリ７８を有している。
【００４３】
　音声サブシステム５４は、ＭＰ３のデジタルフォーマットで音声ファイルを再生するよ
う構成されており、トーン及び音量の調整を行いながら少なくとも４時間の再生時間を提
供する。他の実施例では、音声サブシステムを、他のフォーマットのデジタル記録用とし
て構成することができる。また、音声サブシステムは、システム電源の停止時に好適なト
ーン及び音量を保存するよう構成される。使用中、音声サブシステムからの音声出力は、
通信サブシステムが使用中のときに、自動的に中断する。音声ファイルをＵＳＢポート６
６又はＩＲポート６４のいずれかを通してデジタルメモリにダウンロードできる。また、
音声サブシステムは、対応するマイクを介して声及び外部の音を記録できる。
【００４４】
　本発明が、ヘルメット本体とヘルメット本体に配置された集積電子システムとを有する
ヘルメットを提供することに留意されたい。典型的な実施例では、電子システムが、使用
者に多くの便利な機能を提供し、無線遠隔制御で動作可能である。電子システムの部品は
、ヘルメットの中で使用するのに十分に小さく且つ頑丈であり、ヘルメットが軽量で耐久
性のあることを保証する。さらに、部品がヘルメットの周りに間隔を空けて設けられてお
り、均一な重量分布を与えて全体の安全性を高めている。本発明の典型的な実施例では、
ヘルメット本体が、外殻と内殻との間の空洞を規定するように、堅い外殻及び外殻に取り
付けられた堅い内殻を有する。内殻は、使用者に電子システムから効果的なＲＦシールド
を与えるのに適切な材料を有する。例えば、内殻は、ニッケルメッキされた炭素繊維を有
してＲＦシールドを提供することが可能である。さらに、ヘルメット本体は、ヘルメット
を着用した際に内殻と使用者の頭部との間に配置された衝撃吸収体を有することができる
。
【００４５】
　本発明は、好適な実施例のみを参照して詳細を開示しているが、本発明の範囲から逸脱
せずに他の様々な実施例を提供できることが、当業者にとって明らかであろう。このため
、本発明を以上に示した特許請求の範囲のみによって規定する。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】図１は、ヘルメットと手首に装着される無線用リモコンとを示す、本発明に係る
ヘルメットの斜視図である。
【図２】図２は、内殻及び外殻を有するヘルメット本体を示す、図１のヘルメットの断面
図である。
【図３】図３は、図１のヘルメットの部分分解図である。
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【図４】図４は、電子システムのサブシステムの相対的な配置を示す、外殻を除いた図１
のヘルメットの平面図である。
【図５】図５は、図１のヘルメットの電子システムの単純化したブロック図である。
【図６】図６は、図５の電子システムの中央制御器の単純化したブロック図である。
【図７】図７は、図５の電子システムの通信サブシステムの単純化したブロック図である
。
【図８】図８は、図５の電子システムの無線遠隔制御の単純化したブロック図である。
【図９】図９は、図５の電子システムの出力制御器の単純化したブロック図である。
【図１０】図１０は、図５の電子システムの音声サブシステムの単純化したブロック図で
ある。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成19年3月26日(2007.3.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子ヘルメットであって、
　　（１）堅い外殻と、
　　（２）前記外殻に取り付けられた堅い内殻であって、前記外殻と前記内殻との間に空
洞が規定され、ほぼ前記内殻にわたって配置され前記ヘルメットを着用した際に前記ヘル
メットの使用者の保護のためにＲＦシールドを与える適切な材料を有する内殻と、
　　（３）前記ヘルメットを着用した際に前記内殻と使用者の頭部との間に配置された衝
撃吸収体と、
を有するヘルメット本体と、
　前記外殻と前記内殻との間に規定される前記空洞に配置された部品を有する一体型化電
子システムと、
を具えることを特徴とする電子ヘルメット。
【請求項２】
　さらに、空気を通して前記ヘルメットの前記空洞の中に圧力が溜まるのを防止できる耐
水材料を有する密閉型の開口部を具えることを特徴とする請求項１に記載のヘルメット。
【請求項３】
　前記内殻の前記適切な材料が、ほぼ前記内殻にわたって配置されＲＦシールドを与える
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ニッケルメッキされた炭素繊維を含むことを特徴とする請求項１に記載のヘルメット。
【請求項４】
　前記電子システムの選択した部品が、前記外殻と前記内殻との間に規定される空洞の中
に固定されたハウジングの中に収められていることを特徴とする請求項１に記載のヘルメ
ット。
【請求項５】
　さらに、前記外殻と前記内殻との間に規定される空洞の中且つその周りに間隔を空けて
配置された複数のハウジングを具えており、
　各ハウジングが、前記電子システムの対応する部品が収まるよう構成されることを特徴
とする請求項１に記載のヘルメット。
【請求項６】
　前記電子システムが、前記外殻と前記内殻との間の空洞に配置されたデジタル画像サブ
システムを有しており、
　前記デジタル画像記録サブシステムが、前記ヘルメットの正面側から突出する視野を具
えて取り付けられたカメラと、前記空洞の後ろ側に取り付けられて前記カメラと通信する
画像記録装置とを有することを特徴とする請求項１に記載のヘルメット。
【請求項７】
　さらに、前記デジタル画像サブシステムが、前記空洞の後ろ側に取り付けられて前記カ
メラと通信する画像送信器を有しており、
　前記電子システムが、前記画像送信器を介してリアルタイムで画像データ、音声データ
、及び位置データを送信するよう構成されることを特徴とする請求項６に記載のヘルメッ
ト。
【請求項８】
　前記ヘルメット本体が、シリコーンのシール剤又は超音波溶接から成る一群から選択さ
れる、前記内殻及び前記外殻用の耐水シールを有することを特徴とする請求項１に記載の
ヘルメット。
【請求項９】
　電子ヘルメットであって、
　　（１）堅い外殻と、
　　（２）前記外殻に取り付けられた堅い内殻であって、前記外殻と前記内殻との間に空
洞が規定される内殻と、
　　（３）前記ヘルメットを着用した際に前記内殻と使用者の頭部との間に配置される衝
撃吸収体と、
を有するヘルメット本体と、
　　（１）前記外殻と前記内殻との間の空洞に配置され、前記ヘルメットの正面から突出
する視野を具えて取り付けられたカメラと、前記空洞の後ろ側に取り付けられて前記カメ
ラと通信する画像記録装置と、を有したデジタル画像サブシステムと、
　　（２）前記外殻と前記内殻との間の空洞に配置された再充電可能なバッテリと、
　　（３）前記外殻と前記内殻との間の空洞に配置された音声サブシステムと、
　　（４）前記外殻と前記内殻との間の空洞に配置された全地球測位システムと、
　　（５）前記内殻によって使用者の頭部が電波から十分にシールドされるように、前記
外殻と前記内殻との間の空洞に配置された移動通信装置と、
　　（６）前記ヘルメットを着用した場合に前記使用者の正面に発光するよう向けられた
ヘッドランプと、
を有するマイク及びスピーカを有する一体型電子システムと、
を具えることを特徴とする電子ヘルメット。
【請求項１０】
　さらに、各複数のサブシステムの機能を統合するための別個の中央制御器を具えること
を特徴とする請求項９に記載のヘルメット。
【請求項１１】
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　さらに、前記電子システムのサブシステムを作動させるよう構成された無線遠隔制御器
を具えることを特徴とする請求項９に記載のヘルメット。
【請求項１２】
　前記内殻が、ＲＦシールドを与えるよう構成されたニッケルメッキされた炭素繊維を有
することを特徴とする請求項９に記載のヘルメット。
【請求項１３】
　電子ヘルメットであって、
　外面及び内面を有するヘルメット本体と、
　　（１）前記ヘルメット本体の前記外面と前記内面との間に取り付けられ、前記ヘルメ
ットの正面から突出する視野を具えて取り付けられたカメラと、さらに前記カメラと通信
する画像記録装置と、を有したデジタル画像サブシステムと、
　　（２）前記ヘルメット本体の前記外面と前記内面との間に取り付けられた再充電可能
なバッテリと、
　　（３）前記ヘルメット本体に取り付けられてスピーカに音声出力を与えるよう構成さ
れた音声サブシステムと、
　　（４）前記ヘルメット本体の前記外面と前記内面との間に取り付けられ位置データを
与えるよう構成された測位サブシステムと、
　　（５）前記ヘルメット本体の前記外面と前記内面との間に取り付けられた通信サブシ
ステムと、
を有するマイク及びスピーカを有する一体化型電子システムと、
を具えることを特徴とする電子ヘルメット。
【請求項１４】
　さらに、前記電子システムのサブシステムを作動させるよう構成された無線遠隔制御器
を具えることを特徴とする請求項１３に記載のヘルメット。
【請求項１５】
　前記電子システムの選択した部品が、前記ヘルメット本体に取り付けられたハウジング
内に配置されていることを特徴とする請求項１３に記載のヘルメット。
【請求項１６】
　さらに、前記ヘルメット本体に取り付けられた複数のハウジングを具えており、
　各ハウジングが、前記電子システムの対応する部品を固定するよう構成されることを特
徴とする請求項１３に記載のヘルメット。
【請求項１７】
　さらに、前記デジタル画像システムが、前記空洞の後ろ側に取り付けられて前記カメラ
と通信する画像送信器を有することを特徴とする請求項１３に記載のヘルメット。
【請求項１８】
　前記電子システムが、前記画像送信器を介してリアルタイムで画像データ、音声データ
、及び位置データを送信するよう構成されることを特徴とする請求項１５に記載のヘルメ
ット。
【請求項１９】
　前記ヘルメット本体が、使用者に対してＲＦシールドを与えるよう構成された適切な材
料を有することを特徴とする請求項１３に記載のヘルメット。
【請求項２０】
　前記ヘルメット本体が、使用者に対してＲＦシールドを与えるよう構成されたニッケル
メッキされた炭素繊維を有することを特徴とする請求項１９に記載のヘルメット。
【請求項２１】
　前記一体化型電子システムヘルメットが、前記ヘルメット本体の空洞の中に配置された
スピーカを有しており、
　前記ヘルメット本体が、前記空洞に水が入るのを防ぐよう構成された耐水シールを有す
ることを特徴とする請求項１に記載のヘルメット。
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